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目次中◎印のあるものは､ 高知県法規集に登載するものです｡
定 価 １部１月 3,700円 (郵送料を含みます｡)
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規 則

高知県行政組織規則の一部を改正する規則をここに公布する｡
平成19年２月27日

高知県知事 橋本 大二郎
高知県規則第７号

高知県行政組織規則の一部を改正する規則

高知県行政組織規則 (平成15年高知県規則第43号) の一部を次
のように改正する｡
第25条第２号中 ｢総合行政ネットワーク認証局｣ を ｢総合行政
ネットワークの登録分局｣ に改める｡

附 則
この規則は､ 公布の日から施行する｡

発 行
高 知 県
高知市丸ノ内
一丁目２番20号
発 行 日
毎 週 ２ 回
(火曜日・金曜日)
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２

高知県行政組織規則の一部を改正する規則をここに公布する｡
平成19年２月27日

高知県知事 橋本 大二郎
高知県規則第８号

高知県行政組織規則の一部を改正する規則
高知県行政組織規則 (平成15年高知県規則第43号) の一部を次のように改正する｡
第307条第２項の表中
｢
税務調査監 地方税の調査及び徴収に関する指導及び研修の事務に従事し､

当該事務に従事する職員を指揮監督する｡
｣

を
｢
税務調査監 地方税の調査及び徴収に関する指導及び研修の事務に従事し､

当該事務に従事する職員を指揮監督する｡

危機管理指導監 危機管理に関する企画及び指導の事務に従事し､ 当該事務に従
事する職員を指揮監督する｡

｣
に改める｡
第309条第１項の表中
｢
税務課 税務調査監

｣
を
｢
税務課 税務調査監

危機管理課 危機管理指導監
｣

に改める｡
附 則

この規則は､ 平成19年３月１日から施行する｡

高知県事務処理規則の一部を改正する規則をここに公布する｡
平成19年２月27日

高知県知事 橋本 大二郎
高知県規則第９号

高知県事務処理規則の一部を改正する規則
高知県事務処理規則 (平成15年高知県規則第44号) の一部を次のように改正する｡
第２条第19号中 ｢､ 専門企画員並びに交通安全推進監｣ を ｢並びに専門企画員｣ に改める｡
第３条第２項の表中
｢
税務調査監 地方税の調査及び徴収に関する指導及び研修の事務

｣
を
｢
税務調査監 地方税の調査及び徴収に関する指導及び研修の事務

危機管理指導監 危機管理に関する企画及び指導の事務
｣

に､
｢
医薬安全推進監 医薬安全に関する企画調整

｣
を
｢
医薬安全推進監 医薬安全に関する企画調整

交通安全推進監 交通安全の推進に関する特に高度の専門的事務
｣

に改める｡
第14条第１項の表中 ｢､ 専門企画員及び交通安全推進監｣ を ｢及び専門企画員｣ に改める｡
別表第１の３の(４)のエの項､ ３の(６)のウの項及び３の(７)のオの項中 ｢税務調査監｣ を ｢税
務調査監､ 危機管理指導監｣ に､ ｢医薬安全推進監｣ を ｢医薬安全推進監､ 交通安全推進監｣ に改
める｡

附 則
この規則中第３条第２項の表の改正規定 (
｢
税務調査監 地方税の調査及び徴収に関する指導及び研修の事務

｣
を
｢
税務調査監 地方税の調査及び徴収に関する指導及び研修の事務

危機管理指導監 危機管理に関する企画及び指導の事務
｣

に改める部分に限る｡ ) 並びに別表第１の３の(４)のエの項､ ３の(６)のウの項及び３の(７)のオ
の項の改正規定 ( ｢税務調査監｣ を ｢税務調査監､ 危機管理指導監｣ に改める部分に限る｡ ) は平
成19年３月１日から､ その他の規定は同月２日から施行する｡
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訓 令

高知県訓令第４号
本 庁
各出先機関

高知県電子署名規程の一部を改正する訓令を次のように定める｡
平成19年２月27日

高知県知事 橋本 大二郎
高知県電子署名規程の一部を改正する訓令

高知県電子署名規程 (平成14年７月高知県訓令第20号) の一部
を次のように改正する｡
第２条第２号中 ｢又は地方公共団体｣ を ｢､ 地方公共団体､ 住
民､ 企業等｣ に､ ｢高知県認証局 (以下 ｢高知県認証局｣ を ｢認
証局 (以下 ｢認証局｣ に改める｡
第３条第２項中 ｢当該署名｣ を ｢当該電子署名｣ に､ ｢総務部
長｣ を ｢次条第２項の規定により置かれる登録分局責任者｣ に改
める｡
第４条を次のように改める｡
(登録分局)

第４条 次条の規定により置かれる鍵情報等管理者からの鍵情報
等の発行､ 更新及び失効に係る申請の受付及び審査､ 認証局へ
の鍵情報等の発行､ 更新､ 失効及び廃止に係る申請並びに認証
局から発行された鍵情報等の配付を行う高知県登録分局は､ 総
務部管財課 (次項において ｢管財課｣ という｡ ) に置く｡
２ 高知県登録分局に登録分局責任者､ 審査承認者､ 審査担当者
及び受付担当者を置き､ 管財課の職員をもって充てる｡
第５条から第８条までを削る｡
第９条中 ｢出納室｣ を ｢出納局の課｣ に改め､ 同条を第５条と
する｡
第10条を第６条とする｡
第11条の見出し中 ｢発行｣ を ｢発行に係る申請等｣ に改め､ 同
条第１項中 ｢鍵情報等制定権者｣ を ｢第５条の規定により置かれ
る鍵情報等管理者 (以下 ｢鍵情報等管理者｣ という｡ ) ｣ に､
｢認証局責任者｣ を ｢第４条第２項の規定により置かれる登録分
局責任者 (以下 ｢登録分局責任者｣ という｡ ) ｣ に改め､ 同条第
２項中 ｢認証局責任者｣ を ｢登録分局責任者｣ に､ ｢が適当であ
ると認めたときは､ ｣ を ｢により認証局から発行された第１項
の｣ に､ ｢鍵情報等管理者に引き渡す｣ を ｢当該鍵情報等管理者
に配布する｣ に改め､ 同項を同条第３項とし､ 同条第１項の次に
次の１項を加え､ 同条を第７条とする｡
２ 登録分局責任者は､ 前項の申請が適当であると認めたとき
は､ 別に定めるところにより､ 認証局に鍵情報等の発行に係る
申請を行うものとする｡
第12条を第８条とする｡

第13条中 ｢鍵情報等制定権者｣ を ｢鍵情報等管理者｣ に､ ｢若
しくは廃止するとき又は鍵情報等を事故により｣ を ｢又は鍵情報
等の利用の停止その他の事故等により鍵情報等を｣ に､ ｢認証局
責任者｣ を ｢登録分局責任者｣ に改め､ 同条に次の２項を加え､
同条を第９条とする｡
２ 第７条第２項及び第３項の規定は､ 前項の更新に係る申請が
あった場合について準用する｡
３ 登録分局責任者は､ 第１項の失効に係る申請が適当であると
認めたとき又は鍵情報等の有効期限が切れたときは､ 別に定め
るところにより､ 認証局に鍵情報等の失効又は廃止に係る申請
を行うものとする｡
第14条の見出しを ｢ (申請管理台帳) ｣ に改め､ 同条中 ｢認証
局責任者｣ を ｢登録分局責任者｣ に､ ｢鍵情報等管理台帳｣ を
｢申請管理台帳｣ に改め､ 同条を第10条とする｡
第15条を第11条とする｡
附 則

この訓令は､ 平成19年２月27日から施行する｡

告 示

高知県告示第121号
中芸広域連合から申請があった中芸広域連合の規約の変更につ
いては､ 地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第291条の３第１項
の規定により平成19年２月14日付けで許可した｡
平成19年２月27日

高知県知事 橋本 大二郎
高知県告示第122号
結核予防法 (昭和26年法律第96号) 第36条第１項の規定による
医療機関として､ 次のとおり指定した｡
平成19年２月27日

高知県知事 橋本 大二郎
医療機関の名称 所 在 地 開 設 者 指定年月日
安芸えきまえ耳 安芸市矢ノ丸４丁目 医療法人鷲 平18・11・
鼻科 ２番12号 頭会 11
さくらクリニッ 四万十市古津賀1463 医療法人中 平19・１・
ク 村会 １
ローズ薬局 吾川郡いの町新町36 竹井 優子 〃 〃

〃
高知県告示第123号
結核予防法 (昭和26年法律第96号) 第36条第４項の規定に基づ
き､ 指定医療機関から次のとおり辞退の申出があった｡
平成19年２月27日

高知県知事 橋本 大二郎
医療機関の名称 所 在 地 開 設 者 辞退年月日
さくらクリニッ 四万十市古津賀1463 中村 生也 平18・12・

ク 31
ローズ薬局 吾川郡いの町新町36 土居 陽子 〃 〃

〃
影山薬局 香南市赤岡町548 森本 和子 平19・１・

31
高知県告示第124号
大規模小売店舗立地法 (平成10年法律第91号｡ 以下 ｢法｣ とい
う｡ ) 第６条第２項の規定による届出があったので､ 同条第３項
において準用する法第５条第３項の規定により次のとおり告示す
る｡
なお､ 法第８条第２項の規定により､ この告示に係る大規模小
売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配
慮すべき事項について意見を述べようとする者は､ ４に掲げる事
項を記載した書面をこの告示の日から４月以内に高知県商工労働
部経営流通課に提出することができる｡
平成19年２月27日

高知県知事 橋本 大二郎
１ 届出の概要
(１) 届出者の名称
株式会社サニーマート 代表取締役 中村 雄一

(２) 届出者の住所
高知市知寄町二丁目１番37号

(３) 大規模小売店舗の名称及び所在地
サニーマート高岡店
土佐市高岡町甲337ほか

(４) 変更しようとする事項
ア 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
(変更前) 2,402平方メートル
(変更後) 5,111平方メートル

イ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
(ア) 駐車場の位置及び収容台数
(変更前) 217台
(変更後) 329台

(イ) 駐輪場の位置及び収容台数
(変更前) 30台
(変更後) 179台

(ウ) 荷さばき施設の位置及び面積
(変更前) 56平方メートル
(変更後) 244.9平方メートル

(エ) 廃棄物等の保管施設の位置及び容量
(変更前) 29.50立方メートル
(変更後) 58.29立方メートル

ウ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
(ア) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻
及び閉店時刻

３
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(変更前)

小売業者名 開店時刻 閉店時刻

株式会社サニーマート 午前９時 午後10時

有限会社ポピーフローリスト佐川 午前10時 午後10時
店

有限会社中納言 午前10時 午後７時

(変更後)

小売業者名 開店時刻 閉店時刻

株式会社サニーマート 午前９時 午前零時

有限会社ポピーフローリスト佐川 午前９時 午前零時
店

有限会社中納言 午前９時 午前零時

株式会社ウイル 午前９時 午前零時

株式会社かもめ 午前９時 午後10時

(イ) 来客が駐車場を利用することができる時間帯
(変更前) 午前９時から午後10時まで
(変更後) 午前８時45分から午前零時15分まで

(ウ) 駐車場の自動車の出入口の数
(変更前) ３箇所
(変更後) ４箇所

(エ) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる
時間帯
(変更前) 午前６時から午後９時まで
(変更後) 午前６時から午後10時まで

(５) 変更年月日
平成19年10月６日

(６) 変更理由
当該店舗の一層の機能充実及び利便性向上を図るため､ 店
舗棟を増築し､ 増床することとなったため

２ 届出年月日
平成19年２月５日

３ 届出書及び添付書類の縦覧場所
高知県商工労働部経営流通課

土佐市商工労働課
４ 意見書に記載すべき事項
(１) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏
名
(２) 事業者にあっては､ その事業の種類及び沿革
(３) 意見を述べようとする大規模小売店舗の名称及び所在地
(４) 意見の内容
高知県告示第125号
次の保安林の指定施業要件を変更したので､ 森林法 (昭和26年
法律第249号) 第33条の３において読み替えて準用する同法第33
条第６項において読み替えて準用する同条第１項の規定により告
示する｡
平成19年２月27日

高知県知事 橋本 大二郎
１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び指定の目的
次に掲げる告示で定めるところによる｡
昭和50年５月高知県告示第290号及び昭和52年６月高知県告

示第333号
２ 変更に係る指定施業要件
(１) 立木の伐採の方法
変更しない｡

(２) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹
種は､ 次のとおりとする｡
( ｢次のとおり｣ は､ 省略し､ その関係書類を高知県農林水産

部森林局森林整備課及び香美市役所に備え置いて縦覧に供する｡ )
高知県告示第126号
道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定により､

道路の区域を次のとおり変更する｡
その関係図面は､ 平成19年２月27日から２週間高知県土木部道
路課及び高知県中央西土木事務所において一般の縦覧に供する｡
平成19年２月27日

高知県知事 橋本 大二郎
１ 道路の種類 県道
２ 路 線 名 庄田伊野
３ 道路の区域

変更前 敷地の幅員 延 長
区 間

後の別 (メートル) (メートル)

高岡郡日高村名越屋
字三名越屋敷316番
１から

3.0

高岡郡日高村名越屋
Ａ

～

271

字コシマ越422番６
6.5

まで
前

高岡郡日高村名越屋
字三名越屋敷310番
６から

7.5

高岡郡日高村名越屋
Ｂ

～

297

字コシマ越422番８
21.0

まで

高岡郡日高村名越屋
字三名越屋敷310番

7.5
６から

後

～

297
高岡郡日高村名越屋
字コシマ越422番８

21.0

まで

高知県告示第127号
道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定により､

道路の区域を次のとおり変更する｡
その関係図面は､ 平成19年２月27日から２週間高知県土木部道
路課及び高知県須崎土木事務所において一般の縦覧に供する｡
平成19年２月27日

高知県知事 橋本 大二郎
１ 道路の種類 県道
２ 路 線 名 久礼須崎
３ 道路の区域

変更前 敷地の幅員 延 長
区 間

後の別 (メートル) (メートル)

高岡郡中土佐町久礼
字北カヤガ谷5476番 5.0
４から 前

～

1,369
高岡郡中土佐町久礼 56.4
字東8363番１まで

高岡郡中土佐町久礼
字北カヤガ谷5484番

5.0
７から

Ａ

～

1,291
高岡郡中土佐町久礼

56.4
字ヨシノ本5587番15
まで

後

高岡郡中土佐町久礼
字北カヤガ谷5476番 9.2

４
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４から Ｂ

～

868
高岡郡中土佐町久礼 49.6
字東8363番１まで

高知県告示第128号
電線共同溝の整備等に関する特別措置法 (平成７年法律第39

号) 第３条第１項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路を
指定したので､ 同条第４項の規定により次のとおり告示する｡
平成19年２月27日

高知県知事 橋本 大二郎
１ 道路の種類
県道

２ 路線名
後免中島高知

３ 区間
高知市北本町三丁目81番２地先から同市はりまや町一丁目

401番地先まで
４ 指定年月日
平成19年２月27日

公 告

調理師法 (昭和33年法律第147号) 第３条の２第１項の規定に
よる平成19年度調理師試験を次のとおり行う｡
平成19年２月27日

高知県知事 橋本 大二郎
１ 試験の日時
平成19年７月11日 (水) 午後１時から

２ 試験の場所
高知会場 高知会館 (高知市本町五丁目６－42)
安芸会場 高知県安芸総合庁舎 (安芸市矢ノ丸一丁目４－

36)
中村会場 四万十市立中央公民館 (四万十市右山五月町８－

22)
３ 受験願書の提出期間

平成19年５月25日 (金) から同年６月１日 (金) までの間
(日曜日及び土曜日を除く｡ ) の午前８時30分から午後５時15
分まで受け付ける｡
なお､ 郵送の場合は､ 平成19年６月１日付けの消印のあるも
のまで受け付ける｡
４ 受験願書の提出先
県内の各福祉保健所及び高知市保健所｡ ただし､ 県外居住者
は､ 高知県健康福祉部健康づくり課 (高知市丸ノ内一丁目２－
20) へ提出すること｡
５ 受験願書の配付時期等

平成19年４月24日 (火) 以降に､ 県内の各福祉保健所､ 高知
市保健所及び高知県健康福祉部健康づくり課並びに県内の各市
町村窓口において配付する｡
６ その他
(１) 受験についての必要事項は､ 受験願書に添付する案内書
により指示する｡
(２) 詳細については､ 高知県健康福祉部健康づくり課 (電話
番号088－823－9674) へ問い合わせること｡

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第36条第３項の規定によ
り､ 開発行為に関する工事の完了を次のとおり公告する｡
平成19年２月27日

高知県知事 橋本 大二郎

開発区域に含まれる 開発許可を受けた
許可番号

地域の名称 者の住所及び氏名

平成18年12月１日 南国市廿枝字川窪 南国市廿枝1283
18高都計第680号 1283の一部 依光 宏

監 査 公 表

監査公表第４号
平成19年２月27日

高知県監査委員 武石 利彦
同 黒岩 正好
同 坂本 千代
同 奴田原 訂

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第199条第７項の規定に基
づき財団法人高知県観光コンベンション協会の監査を実施したの
で､ 同条第９項の規定により次のとおり公表する｡

５
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人事委員会告示

高知県人事委員会告示第１号
給料表別級別職務区分表 (昭和32年11月高知県人事委員会告示
第１号) の一部を次のように改正し､ 別表第１の５級の警察の項
の改正規定及び別表第２の改正規定は平成19年２月21日から､ 別
表第１の５級の知事部局の項の改正規定及び同表の６級の知事部
局の項の改正規定は同年３月２日から施行する｡
平成19年２月20日 (掲示済)

高知県人事委員会委員長 起塚 昌明
別表第１の５級の知事部局の項中 ｢交通安全推進監｣ を削り､
同表の５級の警察の項中 ｢警察本部の総括補佐｣ を ｢警察本部の
次長｣ に改め､ 同表の６級の知事部局の項中 ｢医薬安全推進監｣
｢医薬安全推進監

を に改める｡
交通安全推進監｣
別表第２の６級の項及び７級の項中 ｢警察本部の総括補佐｣ を
｢警察本部の次長｣ に改める｡

入 札 公 告

次のとおり一般競争入札に付する｡
平成19年２月27日

高知県警察本部長 鈴木 基久
１ 入札に付する事項
(１) 調達をする役務
自動車保管場所調査事務

(２) 役務の特質等
入札説明書による｡

(３) 履行期間
平成19年４月１日から平成21年３月31日まで

(４) 履行場所
高知県下16警察署管轄区域 (平成12年６月１日における市
町制区域とする｡ )
(５) 予定数量
平成19年度 約38,000件
平成20年度 約38,000件

(６) 入札方法
ア 入札金額は､ 自動車保管場所調査１件当たりの金額を入
札書に記載すること｡
イ 落札決定に当たっては､ 入札書に記載された金額に当該
金額の５パーセントに相当する額を加算した金額 (金額に
１円未満の端数があるときは､ その端数を切り捨てるもの
とする｡ ) をもって落札価格とするので､ 入札者は､ 消費
税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず､ 見
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積もった契約金額の105分の100に相当する金額を入札書に
記載すること｡

２ 入札参加資格
(１) 地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号) 第167条の４
の規定に該当しない者であること｡
(２) 高知県の物品購入等に係る一般競争入札又は指名競争入
札の参加資格を有する者であること｡
(３) この入札公告の日から当該業務の入札の日までの間に､
高知県物品購入等関係指名停止要領 (平成７年12月高知県告
示第638号) 等に基づき指名停止等の措置を受けていない者
であること｡
(４) 契約を完全に履行する調査体制及び能力を備えている者
であること｡
(５) 調査量に応じ､ 現地調査に必要な人員を擁する者である
こと｡
(６) 平成19年４月１日に必ずこの入札公告に示した業務に着
手できる者であること｡
(７) 会社更生法 (平成14年法律第154号) に基づく更正手続
開始の申立て又は民事再生法 (平成11年法律第225号) に基
づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと｡

３ 契約条項を示す場所等
(１) 契約条項を示す場所､ 入札説明書の交付場所及び問い合
わせ先
郵便番号780－8544
高知市丸ノ内二丁目４－30
高知県警察本部警務部会計課
電話番号088－826－0110 (内線2252)

(２) 入札説明書の交付方法
平成19年２月27日 (火) から同年３月８日 (木) まで､

(１)の交付場所で交付する｡
(３) 入札説明会の日時及び場所
平成19年３月９日 (金) 午前10時から
高知県警察本部２階201会議室

(４) 入札及び開札の日時及び場所
平成19年３月19日 (月) 午前10時
高知県警察本部２階201会議室

４ その他
(１) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨

(２) 入札保証金及び契約保証金
高知県契約規則 (昭和39年高知県規則第12号) 第９条､ 第
10条､ 第39条及び第40条の規定による｡
(３) 入札者に求められる事項
この一般競争入札に参加を希望する者は､ この入札公告に
示した業務を完全に履行する調査体制及び能力を備えている

ことを証明する書類を平成19年３月14日 (水) までに提出し
なければならない｡ 入札参加者は､ 開札の日までの間におい
て､ 高知県警察本部長から当該書類に関し説明を求められた
場合は､ これに応じなければならない｡
(４) 入札の無効
この入札公告に示した入札参加資格のない者がした入札､
入札者に求められる義務を履行しなかった者がした入札その
他高知県契約規則第21条各号に該当する入札は､ 無効とす
る｡
(５) 落札者の決定方法
高知県契約規則第15条の規定により決定された予定価格の
制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札
者を落札者とする｡
(６) 契約書作成の要否
要

(７) 平成18年度高知県一般会計補正予算が議決されなかった
場合は､ 本件調達手続について停止等を行うことがある｡
(８) 詳細は､ 入札説明書による｡

０１
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正 誤

欄
公報日付 公報番号 種類 ページ 正 誤

(行)

平18・３・31 号外７ ◎規 １ 右 同条第３項において 同条第３項おいて
則 (38)
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